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クーリング・オフの豆知識 チケット購入のトラブル

　クーリング・オフとは、不意打ち的な販売方
法等で契約した場合に、一定の条件を満たせ
ば、無条件で契約を解除できる制度です。

【クーリング・オフが可能な取引】
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、エ

ステ・語学教室・結婚相手紹介サービス等特
定の継続的なサービス、内職商法やモニター
商法、買取商法など、法律や約款で定められ
た取引でクーリング・オフできます。

【クーリング・オフできる期間】
契約書などの書面を受け取った日から8日
以内または20日以内など、対象となる取引ご
とに定められています。契約書の記載を確認
しておきましょう。

【クーリング・オフの方法】
クーリング・オフの手続きは必ずはがきなど
書面による通知で行います。契約を解除する
ことを明記して、控え用のコピーを取り、特定
記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。

スポーツ観戦やコンサートのチケット購入
に関するトラブルの相談が増えています。

【事例】
ネット検索してチケット販売サイトにアク
セスした。残りわずかと書かれていたので焦
って申し込み手続をした。代金はクレジットカ
ード払いにした。高額だったが同意ボタンを
押した。注文確認メールが届き、ドル建ての金
額が表示されたのでおかしいと思い、ネット
情報を見たら転売サイトを利用していたこと
が分かった。公式サイトには、転売サイトで買
ったチケットは利用できないと書かれている
のでキャンセルしたい。転売サイトに申し出た
らキャンセルはできない、転売するしかないと
いう返事があった。どうすればよいか。

【注意点】
公式サイトと勘違いして海外のチケット転
売サイトを利用したケースです。利用規約は
キャンセル不可になっている場合がほとんど
です。解決方法は、直接サイトと交渉するかク
レジットカード会社に事情を説明して粘り強
く交渉することになりますが、返金は難しい
現状です。
2019年6月にチケット不正転売禁止法が
施行されましたが、インターネットでチケット
を購入する際はトラブルにあわないよう十分
注意してください。

不意打ち的な販売方法等で契約しても、契約を解除できる制度

があるんだワン! 

詳しくは、14ページを見てね！

インターネットでチケットを購入するときは、十分注意

しなければいけないワン！
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